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非常用発電機交換工事
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特記事項 　

        

　

／

仕　様　書 (12) 　竣工検査合格後、施工上の欠陥によるものとみられる不具合等の発生
において請負業者はその責を１年間負うものとする。 １ 工 事 件 名 非常用発電機交換工事

 ２ 工 事 場 所 神奈川県横須賀市久比里２－１－１  ６

陸上自衛隊久里浜駐屯地 電気設備工事

 ３ 工 期 契約締結日から令和８年２月２７日まで　　　　　　　　　　　　　　(1) 　非常用発電機を下記の通り交換する。

 ４ 工 事 概 要 非常用発電機交換　一式 既設仕様 新設仕様

 ５ 一般事項 ﾒｰｶｰ ﾔﾝﾏｰﾃﾞｨｰｾﾞﾙ

左記同等品以上

(1) 　本仕様書は、陸上自衛隊久里浜駐屯地で実施する「非常用発電機交換工
事」について、必要な事項を規定する。

ｴﾝｼﾞﾝ 4-236i

出力 35kVA

電圧 200V

気筒数 4気筒

冷却方式 水冷式　ﾗｼﾞｴｰﾀ方式

(3) 　本仕様書の記載事項に疑義を生じた場合は、すべて監督官と協議する。 燃料 軽油

(2) 　本仕様書及び図面に記載のない事項については、「公共建築工事標準仕様
書」及び「公共建築改修工事標準仕様書」（以下、標準仕様書等）による
他、関係諸基準による。

(4) 　本工事実施に際し、本仕様書に明記なき事項についても施工上、当然処置
すべき事項は請負業者の負担において実施するものとする。

(2) 　本工事の使用材料は、承認図により官側の承認を得ること。

(3) 　交換後試運転を実施し機器が正常に作動することを確認すること。

(5) 　現場の納まり及び取り合わせ等により軽微な変更の必要性が生じた場合は
監督官と協議し実施するものとする。

(4) 　本工事は消防法に基づき実施するものとし、消防署に対し必要となる
各種手続等は請負業者の責において実施すること。

(6) 　請負業者は現場代理人を指名し、関係諸法令に従い本工事の工程管理、品
質管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督を行うと共に、火災、盗
難、その他の災害の防止について十分注意を払う。また、工事現場において
は、常に整理整頓を行い、特に危険箇所の点検を行う等の事故防止に努める
こと。なお、工事災害等は請負業者が自らその責を負う。

(7) 　仮設材料以外の材料はすべて新品とし、JIS規格等の適用品とする。これ
らの適用品以外の物については、監督官と協議する。

(8) 　工事写真は工事着工前、完成後、工事隠ぺいとなる箇所、材料搬入、主要
な工事段階の工事状況、その他監督官の指示により計測等を実施した箇所の
写真を撮影すること。また、工事完了後はすみやかに整理し提出する。

(9) 　工事に必要な電気・水道は、原則として請負業者の負担により発電機及び
給水タンク等を設置する。

(10) 　発生材は発生材調書を提出するとともに、売払いが可能なものは監督官の
指示する場所に集積すること。産業廃棄物は法令に基づき適正に処分するこ
と。また、アスベスト等有害物質の調査が必要な場合は請負業者の責任にお
いて実施すること。

(11) 　発生材・資材等の搬入・搬出時は、既存施設に損傷を与えぬよう十分注意
して作業を行う。また、万一損傷を与えた場合は請負業者の責において復旧
すること。
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